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横須賀市議会議員

藤野英明様

議会運営委員会審査事項

平成 24年 (2012年) 2月 16日

1 議事 日程について

@会議録署名議員について

大村洋子議員

板橋 衛議員

。議長の報告について

(朗読は省略する。)

P作陸

(1)日程第 1 会期の決定についてを議題とする 。 Þ~f1tf.~t手
( 2月 16日から 3月 27日までの 41日間とする。)

flo~1\号也

( 2 )日程第 2.選挙管理委員の選挙を行う 。故防

(選挙については、投票による選挙とし、次の 4人の中から選

挙を行う。)

丸 山 明 彦 氏 向島 田 晃 氏

佐久間 員Ij 夫 氏 原 田 章 ヲム 氏

( 3 )日程第 3.選挙管理委員補充員の選挙を行う。 故 1-3毛

(選挙については、選挙管理委員と同様に投票による選挙とし、

次の 4人の中から選挙を行う 。)
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若山 豊 氏

斉藤幸徳氏

杉山雄 二 氏

粛 藤雄治氏

( 4 )日程第 4 (議案第 1号)から日程第 54 (議案第 51号)まで

の 51件を一括して議題とし、市長か ら施政方針及び提出議案

の説明を聴取する。

イt
表
質
問

ア 議案第 1号から第 13号までの 13件(平成 23年度関係議

案等)は、各所管の常任委員会に付託する。

イ 施政方針及び議案第 14号から第 51号までの 38件(平成

24年度関係議案)に対する質疑(代表質問・個人質問)は、

2月 27日、 2月 28日及び 2月 29日に行うことで延会する o

J F1 ¥ IH_1宮司可3

ウ 質疑(代表質問・個人質問)の発言議員及び順序について

月 日
)1慎

会派等 発言者
)1頂

会派等 発言者
序 序

2月 27日
1 新政会 伊東雅之 2 公明党 土田弘之宣

(月)

2月 28日
3 

自 由
田辺昭人 4 

無所属
はまのまさひろ

(火) 民主党 クラ ブ

日 本
5 研 政 山本文夫 6 

共産党
井坂新哉

7 
ニューウィング

一柳 1羊 一¥¥¥¥~
2月 29日 横須賀

一
個 (水)

無会派
人

小林伸行 無会派 藤野英明

質
無会派 山城保男間
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エ 質疑(代表質問・個人質問)の発言の持ち時間について

会派等
発言時間(以内)

会派等
発言時間(以内)

l問自 2間目 3問目 l間目 2間目 3間目

新政会 110分
20分 10分

公 明 ふ5t与 90分
20分 10分

一問一答の場合40分 一問一答の場合40分

自由民主党 80分
20分 10分

無所属クラブ 70分
20分 10分

一問一答の場合40分 一問一答の場合40分|

研 政 70分
20分 10分

一問一答の場合40分
日本共産党 50分

20分 10分

一問一答の場合40分

ニューウィング
40分

20分 10分
無会派議員 20分

10分 5分 |
横須賀 一問一答の場合40分 一問一答の場合20分

※答弁時聞を含めない。

2 議員提出議案に関するパブリック・コメントについて

も'T>.¥

3 東日本大震災に伴う風評被害補償に関する意見書(案)の取り

扱いについて
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議長 の報告

平成 24年 (2012年) 2月 16日

1 平成 23年 12月 21日 監査委員から、例月出納検査の結果

(10月分)について、報告を受けた。

2 平成 24年 1月 1日 市長、教育委員会委員長、選挙管理委

員会委員長、代表監査委員及び農業委

員会会長から、議事説明員の指定につ

いて、通知を受けた。

3 平成 24年 1月 12日 監査委員から、例月出納検査の結果

(11月分)について、市民部・経済

部・都市部・農業委員会事務局の監査

結果について及び財政援助団体等に対

する監査結果について、報告を受けた 0

4 平成 24年 2月 13日 監査委員から、例月出納検査の結果

(12月分)について、報告を受けた。

5 平成 24年 2月 16日 市長から、議案第 1号から第 51号まで

の 51件の提出を受けた。

6 平成 24年 2月 16日 市長から、報告第 1号から第 9号まで

の 9件の提出を受けた。
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7 平成 24年 2月 16日 次の請願を受理 した。

平成 24年請願第 1号 横須賀市市民放射能簡易測定所の設置

について

(教育福祉常任委員会に付託)

平成 24年請願第 2号 旧坂本小学校跡地売却計画の中止につ

いて

(総務常任委員会に付託)

平成 24年請願第 3号 横須賀市自治基本条例制定反対につい

て

(自治基本条例検討特別委員会に付託)

8 平成 24年 2月 16日 次の陳情を受理 した。

陳情第 1号 地球社会建設決議について

(委員会に不送付)

陳情第 2号 パークゴ、ルフ場の利用料金引き下げについて

(都市整備常任委員会に送付)
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平成 24年第 1田市議会定例会議事日程(第 1日)

平成 24年 (2012年) 2月 16日

午後 2時開議

第 1 .会期の決定について

第 2. 選挙管理委員の選挙

第 3. 選挙管理委員補充員の選挙

第 4. 議案第 1号 損害賠償専決処分の承認について

第 5. 議案第 2号 平成 23年度横須賀市一般会計補正予算(第

4号)

第 6. 議案第 3号 平成 23年度横須賀市特別会計国民健康保険

費補正予算(第 2号)

第 7. 議案第 4号 平成 23年度横須賀市特別会計公園墓地事業

費補正予算(第 1号)

第 8. 議案第 5号 平成 23年度横須賀市特別会計介護保険費補

正予算(第 2号)

第 9. 議案第 6号 平成 23年度横須賀市特別会計母子寡婦福祉

資金貸付事業費補正予算(第 1号)

第 10. 議案第 7号 平成 23年度横須賀市特別会計公債管理費補

正予算(第 1号)

第 11. 議案第 8号 平成 23年度横須賀市特別会計後期高齢者医

療費補正予算(第 2号)

第 12. 議案第 9号 平成 23年度横須賀市病院事業会計補正予算

(第 1号)
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第 13.議案第 10号 基金条例中改正について

第 14.議案第 11号土地の取得について

第 15.議案第 12号土地の取得について

第 16.議案第 13号 市道路線の認定について

第 17.議案第 14号 平成 24年度横須賀市一般会計予算

第 18.議案第 15号 平成 24年度横須賀市特別会計国民健康保険

費予算

第 19.議案第 16号 平成 24年度横須賀市特別会計公園墓地事業

費予算

第 20.議案第 17号 平成 24年度横須賀市特別会計介護保険費予

算

第 21.議案第 18号 平成 24年度横須賀市特別会計母子寡婦福祉

資金貸付事業費予算

第 22. 議案第 19号 平成 24年度横須賀市特別会計公債管理費

予算

第 23.議案第 20号 平成 24年度横須賀市特別会計後期高齢者医

療費予算

第 24.議案第 21号 平成 24年度横須賀市水道事業会計予算

第 25.議案第 22号 平成 24年度横須賀市下水道事業会計予算

第 26.議案第 23号 平成 24年度横須賀市病院事業会計予算

第 27.議案第 24号 横須賀市自治基本条例制定について

第 28.議案第 25号 まちづくり評価委員会条例制定について

第 29.議案第 26号 ベイスクエア・パーキング条例制定につい

て
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第 30.議案第 27号 行政改革推進委員会条例制定について

. . 第 31.議案第 28号 入札監視委員会条例制定について

第 32.議案第 29号 横須賀市暴力団排除条例制定について

第 33.議案第 30号 人権施策推進会議条例制定について

第 34.議案第 31号 保健医療対策協議会条例制定について

第 35.議案第 32号 感染症対策委員会条例制定について

第 36.議案第 33号 情報公開条例中改正について

第 37.議案第 34号職員定数条例中改正について

第 38.議案第 35号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例中

改正について

第 39.議案第 36号 職員の育児休業等に関する条例中改正につい

て

第 40.議案第 37号 芸術劇場条例中改正について

第 41.議案第 38号 勤労福祉会館条例中改正について

第 42.議案第 39号 手数料条例中改正について

第 43.議案第 40号 消防団条例中改正について

第 44.議案第 41号 市立高等学校及び市立幼稚園の教育職員並び

に市立中学校の任期付教育職員の給与等に関

する条例中改正について

第 45.議案第 42号 基金条例中改正について

第 46.議案第 43号 保育園条例中改正について

第 47.議案第 44号 福祉施設入所者費用徴収条例等中改正につ

いて

第 48~ 議案第 45 号 横須賀市介護保険条例中改正について
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第 49.議案第 46号 保健所条例中改正について

第 50.議案第 47号都市公園条例中改正について

第 51.議案第 48号 市営住宅条例中改正について

第 52.議案第 49号 包括外部監査契約の締結について

第 53.議案第 50号 一般廃棄物の収集及び運搬の代行について

第 54.議案第 51号 訴えの提起について
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第 1回市議会定例会審査日程

日 l第1

2.16(木) 本 会議

予算決算常任委員会(議場)

都市整備常任委員会

(予決算分科会)
2.17(金)

2.20(月)

2. 21 (火)

3. 5 (月)ltztlゴJT|
総務常任委員会
I(予決算分科会)1

3. 6 (火)Iで:zrr|
都市鶴常任委員会
I ~(予決算分科会)'1

3. 7 (水)Iでごτ:ZTf| I~~~任委員会|
(予決算分科会)

教育福祉常任委員会
. 8 (木)I (予決算分科会)

都市整備常任委員会
(予決算分科会)~ 1 

自治基本条例検討
. 9 (金)I 特別委員会

01-01-06-06-05-02 10 

午前 10時

l午前 9時

l午前 9時

|午前 9時

|午前 9時

l午後1時30分l中学校卒業式



考

3.12 (月)

委員会室!第 2委員会室|第3委員会室

生活競常任委員会総務常任委員会

(予決算分科会) I I (予決算分科会)
教育福祉常任委員会都市整備常餓員会

(予決算分科会) I I (予決算分科会)
議会運営委員会(会議室)

生活環境常任委員会総務常任委員会

(予決算分科会) I I (予決算分科会)

3. 13 (火)

3 • 27 (火)
議会運営委員会

本 会

01-01--06-06-05-02 11 

午前 9時

午前 9時

午後O時30分

午前 9時

午前 10時

午後 2時

(会期:41日間)



議案 付 託 表

。総務常任委員会 (3件)

議案第 1号 損害賠償専決処分の承認について

議案第 11号 土地の取得について

議案第 12号 土地の取得について

。都市整備常任委員会(1件)

議案第 13号 市道路線の認定について

。予算決算常任委員会(9件)

議案第 2号 平成 23年度横須賀市一般会計補正予算(第 4

号)

(総務、生活環境、教育福祉、都市整備)

議案第 3号 平成 23年度横須賀市特別会計国民健康保険費補

正予算(第 2号)

(教育福祉)

議案第 4号 平成 23年度横須賀市特別会計公園墓地事業費補

正予算(第 1号)

(都市整備)

議案第 5号 平成 23年度横須賀市特別会計介護保険費補正予

算(第 2号)

(教育福祉)

議案第 6号 平成 23年度横須賀市特別会計母子寡婦福祉資金

貸付事業費補正予算(第 1号)

(教育福祉)

議案第 7号 平成 23年度横須賀市特別会計公債管理費補正予

算(第 1号)

(総務)

01-01-06-06-05-02 12 



議案第 8号 平成 23年度横須賀市特別会計後期高齢者医療費

補正予算(第 2号)

(教育福祉)

議案第 9号 平成23年度横須賀市病院事業会計補正予算(第 1

議案第10号

01-01-06-06-05-02 

号)

(教育福祉)

基金条例中改正について

(総務)
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議案第 2号 平成 23年度横須賀市一般会計補正予算(第 4号)

件名 送付分科会

第 1条第 1項(歳入歳出予算総額) 総 務

第 2項(歳入歳出予算補正)

第 2条 (継続費補正)

第 3条 (繰越明許費補正)

第 4条 (地方債補正)

別表第 1 歳入歳出予算補正

(歳入)

款 項
送付

分科会

1 市税 総務

2 地方議与税 総務

3 利子割交付金 総務. 

4 配当割交付金 総務

5 株式等譲渡所得割交付金 総務

8 自動車取得税交付金 総務

10 地方特例交付金 総務

11 地方交付税 総務

13 分担金及び負担金 教育福祉

14 使用料及び手数料

1 使用料 都市整備

2 手数料 生活環境

01--，01・06-"0(1-'05-02 14 

自

別表第 1参照

別表第 2参照

別表第 3参照

別表第 4参照

節



款 項
送付

目 節
分科会

15 国庫支出金

1 国庫負担金 生活環境 1 1 

4 

教育福祉 1 3、7、11

2 国庫補助金 総 務 1 

5 2 

教育福祉 2、3、8

都市整備 5 1 

6 

生活環境 7 

16 県支出金

1 県負担金 教育福祉

2 県補助金 総 務 1 3、7

5 3、4

生活環境 1 4 

4、8

教育福祉 2、3、9

都市整備 5 5 

7 

17 財産収入

1 財産運用収入 総 務 2 4 

教育福祉 2 7、8、17

都市整備 2 12 

2 財産売払収入 総 務 、

18 寄附金

1 寄附金 教育福祉 2、3

都市整備 4 

19 繰入金

1 基金繰入金 総 務 2、4

教育福祉 9、13

都市整備 10 

20 繰越金 総 務
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款 項
送付

自 節
分科会

21 諸収入

4 受託事業収入 教育福祉

5 雑入 生活環境 1 16、23、25
総 務 1 22、23

都市整備 1 23、24

教育福祉 1 24、25

22 市債

1 市債 総 務 1 2、3、4

9 

生活環境 1 5、6

4、7

教育福祉 2、3、8

都市整備 5、6
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(歳出)

款 項
送 付

目 節
分科会

1 議会費 総 務

2 総務費

1 総務管理費 総 務 1 2-..4、
11、13、15

2-..4、
6、7、13、
14 

e 生活環境 1 2-..4 

15 

教育福祉 12 

2 徴税費 総 務

3 戸籍住民基本台帳費 生活環境

4 選挙費 総 務

5 統計費 総 務

6 監査委員費 総 務

3 民生費

1 社会福祉費 生活環境 1 2-..4、

20 

教育福祉 1 2-..4、
19、20、25、
28 

2、3、5、
6 

2 児童福祉費 教育福祉

3 生活保護費 教育福祉

4 衛生費

1 保健衛生費 教育福祉

5 環境費

1 環境費 生活環境 1 2-..4、
7、11、14

2、3、5

都市整備 1 2-..4 

4 

6 労働費 総 務
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款 項

7 農林水産業費

1 農業費

2 水産業費

8 商工費

1 商工費

9 土木費

1 土木管理費

2 道路橋りょう費

3 河川費

4 港湾費

5 都市計画費

6 住宅費

10 消防費

1 消防費

11 教育費

13 公債費

別表第 2 継続費補正

(変更)

款

環境費 環

01-01-06-06・・05-02

項

境 費

送付
自 節分科会、

総 務

総 務 1 3、4

都市整備 1 3、4

3、4

総 務 1 2-.;4、

8、14、19

2 

生活環境 1 2-.;4 

都市整備

都市整備

都市整備

都市整備

都市整備

都市整備

生活環境

教育福祉

総 務

事 業 名 送付分科会

平 成 2 3 年 度

廃棄物広域処理施設建設準備事業費

(新ごみ処理施設県アセス条例関連事業)
生活環境

平 成 2 3 年 度

廃棄物広域処理施設建設準備事業費

(新ごみ処理施設整備実施計画作成
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款 項 事 業 名

平 成 2 3 年 度

土木費 都市計画費 公園新設改良費

( (仮称)佐原2丁目公園整備)

平 成 2 3 年 度

消 防費 消 防 費 消 防 施 設 費

(市防災行政無線再整備)

平 成 2 3 年 度

教育費 小学校費 舟寸比・ 校 建 設 費

〈池 上 小 学 校 増 築 )

別表第 3 繰越明許費補正

(追加)

款 項 事 業 名

総務費
戸籍住民 戸籍住民基本台帳費

基本台帳費 (住民基本台帳システム等改修事業)

社会福祉費
障害者福祉費

(障害福祉業務支援システム改修事業)

民生費
児 童 福 祉 総 務 費

(児童扶養手当システム改修事業)
児童福祉費

母 子 福 祉 費

(ひとり親医療システム改修事業)

母 子 衛 生 費

衛生費 保健衛生費
(小児医療システム改修事業)

健康づくり費

(健康管理システム改修事業)

水 産 業 振 輿 費

(漁業協同組合施設整備事業)

漁港施設整備費

農糊く産業費 水産業費
(佐島漁港施設整備事業)

漁港施設整備費

(長井漁港施設整備事業)

漁港施設整備費

(北下浦漁港海岸侵食対策事業)

道 路 橋 り ょ う 総 務 費

土 木費 道路橋りょう費
(地籍調査事業)

道路橋りょう新設改良費

(佐島の丘関連道路)

01--01-1)6…06 -05--02 19 

送付分科会

都市整備

生活環境

教育福祉

送付分科会

生活環境

教育福祉

教育福祉

総 務

都市整備

都市整備



款 項 事 業 名 送付分科会

土木費 港湾費
港湾施設整備費

都市整備
(浦賀港周辺地区)

消防費 消防費
消 防 施 設 費

生活環境
(消防救急無線デジタル化整備事業)

教育費 小 学校費
凶fA- 校 建 設 費

教育福祉
(学校統合盤備事業(学校管理関係)) 

(変更)

款 | 項 | 事 業 名 |送付分科会

I r c:r .!II!e. .J.-.:: .J.~f 'diL I児童福祉総務費|
民生費|児童福祉費| | 教育福祉I ，.IU ~IIZI-I.u.."，"， I (子ども手当システム等改修事業)I 

別表第 4 地方債補正

(変更)

起債の

庁 舎 改 修

z昔まzrt 術 劇 場 整

文 イ乙 ~ 館 等

行 政 セ ン タ 、-圃・. 

目 的

事 業 費

備 事 業 費

整 備 事 業 費

整 備 事 業 費

コミュニティセンター整備事業費

児 童 福 祉施 設 整 備 事 業 費

火 葬 場 整 備 事 業 費

廃棄物処理施設整備事業費

漁 港 施 設 整 備 事 業 費

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 費

道 路 整 備 事 業 費

港 湾 施 設 整 備 事 業 費

街 路 事 業 費

緑 イ包 推 進 事 業 費

公 圏 整 備 事 業 費

公 営 住 宅 建 設 事 業 費

01--01--06-(j6--05-02 20 

送付分科会

総 務

生活環境

教育福祉

生活環境

都市整備



起債の 目 的 送付分科会

t首 防 防 災 施 設 整 備 事 業 費
生活環境

市防災行政無線再整備事業費

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 費

図 書 館 整 備 事 業 費
教育福祉

博 物 館 整 備 事 業 費

体 =同~ dコ3hZ -館 整 備 事 業 費

臨 時 財 政 対 策 債 総 務

[報告]

。総務常任委員会(1件)

報告第4号 損害賠償専決処分について

。生活環境常任委員会(2件)

報告第 1号 浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正

する条例の専決処分について

報告第 5号 損害賠償専決処分について

。教育福祉常任委員会(2件)

報告第 6号 損害賠償専決処分について

報告第 7号 損害賠償専決処分について

。都市整備常任委員会 (4件)

報告第 2号 みどりの基本条例の一部を改正する条例の専決処分に

ついて

報告第 3号 横須賀市屋外広告物条例の一部を改正する条例の専決

処分について

報告第 8号 損害賠償専決処分について

報告第 9号 訴えの提起の専決処分について
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報告事項

(議長)

1 議会でゲンキの発行について

01-01-06-06-05..;02 22 
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'" |資料11

議員提案による政策条例案に関する-

パブリ yクコメント実施の取扱いについて

議員提案による政策条例案に関するパブリック=メントの柔施に当たり、市

議会ホームベァジを使用することができる場合及がその方法は、以下に定める

ものとするri

1 実施の対象及び条件

(1)実施対象

p . 

.議員提案による政策条例案.(議会の組織や議員の身分等に関する条例以外

・の政策的な行政関係条例案をいう)-とする0・

(2)実施条件

J 議員の提出に必要な議員定数の 12分の l以上の賛成者がある.こと。

2 実施方法

(1)手続きを行う者

パプリジクコメンr.f't.;提案者及び賛成者文は会派代表者(複数の会派が

共同で行う場合を含む)が行う。

(2)パプリ yクコメントの開始の時期

いわゆる法令審査(行政管理課法規担当による審査)が終了し、議案とし

て最終決定される前の条例案が作成されたとき。

(3)パプリ yクゴメ Yトの予告

予告は市議会ホームページ-(市のホームページにリンクをはる)-:で行う。

(4)バプリタク.コメントの公表

市議会ホ?ムページにパプリタク司メントの内容を掲載する。

(5)市議会ホームベ」ジに掲載する内容

市民意見募集の概要、条例案の概要及び条例案とする。

(6)意見書提出期間 -

条例等の案等の公表が包の意見提出期間は、最低20日を確保し、かつ予告

から意見提出の最終日までに最低30日-を確保する。

(7)意見書提出方法

.市議会事務局への直接持ち込み、郵便、電子メール及びFAX

(8)提出された市民意見に対する考え方の公表の時期

公表の時期は、条例案を議会に提出する日とす?る。

(9)市民意見の公表方法

市議会ホームページに3箇月公表する。

01-01-07-06-06-04 
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資料2・

東日本大震災に伴う風評被害補償に関する意見書(案)

平成23年 3月1.1.日の東日本大震災によって発生した、福島第一原子力発

電所の事故を原因として放射性物質による風評被害は被災地の東北3県のみな

らず、東日本全体に及んでわる。

神奈川県では、足柄茶から残留放射性物質濃度が基準値を超えたため出荷停

止の措置がなされた。 1番茶" 2番茶を対象とした 1'"-3次請求3億 7千万円

のうち、仮払い、概算払いで、すでに90%が支払済みである。

本市においても昨年3月から 6月出荷分のダイコン・キャベツは放射性物質

の風評被害の影響を受け、大きな被害を被っている。過去3年聞の市場平均価

格から算定した被害額は1億 140万円にも達しており、昨年11月 15日に

]Aグループ東京電力原発事故農畜産物損害賠償対策神奈川県協議会を通じで、.

平成23年度第4次請求として茶・ダイコン・キャベツ・牛肉を合計して11 

億6千万円を東京電力に賠償請求をしている。

原子力損害賠償紛争審査会の「中間指針Jにおいて、神奈川県の風評被害に

ついては無条件に認められていないため、出荷停止処分となった足柄茶を除き、

東京電力は本市を含む神奈川県の賠償請求について、補償対象とするかを現在

検討中である。

「中間指針}では風評被害について、客観的データ等により f原発事故と相

当因呆関係があることj の立証が求められているが、請求の根拠となる期間の

市場価格の下落は神奈川県全体の価格下落と一致しており、原発事故の風評被

害によることは明白であり、「中間指針J自体の見直しも求められるものである。

従って、国におかれては、生産者の農業経営が継続できる営農環境を確保す

るため、東京電力へ損害賠償に対する誠実な対応を強く指導されたい。

提出先 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、農林水産大臣、経済産業大臣、復奥

対策・防災担当大医

01-01-07-06-06-04 
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長~~ti つうず像、

議員提案条例案に関するパブリック・コメント実施要領

議員及び会派が政策条例を提案しようとする時は、以下に定める要領により

横須賀市議会ホームページを使用してパブ、リック・コメントを実施することが

できる。その場合の実施条件及び実施方法は次のとおりとする。

1 実施の対象及び条件

( 1)実施対象

議員提案による政策条例案(議会の組織や議員の身分等に関する条例以外

の政策的な行政関係条例案をいう)とする。

(2)実施条件

議員の提出に必要な議員定数の 12分の 1以上の賛成者があること。

2 実施方法

(1 )手続きを行う者

パブリック・コメントは、提案者及び賛成者文は会派代表者(複数の会派

が共同で行う場合を含む)が行う。

(2)パブリック・コメントの開始の時期

いわゆる法令審査(行政管理課法規担当による審査)が終了し、議案とし

て最終決定される前の条例案が作成されたとき。

(3)パブリック・コメントの予告

予告は市議会ホームページ(市のホームページにリンクをはる)で行う。

(4)パブリック・コメントの公表

市議会ホームページにパブリック・コメントの内容を掲載する。

(5)市議会ホームページに掲載する内容

市民意見募集の概要、条例案の概要及び条例案とする。

(6)意見書提出期間

条例案公表からの意見提出の期聞は、最低20日を確保し、かつ予告から意

見提出の最終日までに最低30日を確保する。

(7)意見書提出方法

市議会事務局への直接持ち込み、郵便、電子メーノレ及びFAX

(8)提出された市民意見に対する議員(提案者)の考え方を公表する時期

公表の時期は、条例案を議会に提出する日とする。

(9)市民意見の公表方法

市議会ホームページに3箇月公表する。
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横須賀市議会議員提出条例に係る申し合わせ事項(案)

2012年2月16日

無所属クラブ提案

この申し合わせ事項は、委員会及び会派・議員有志が政策条例を提案しよう

とする場合において適用する。ただし、議会の組織や議員の身分等に係るもの

は除く。

議員及び会派は政策条例を提案しようとする時は、次の手続きを経るものと

する。

(条例案作成に関して)

1.執行部の聞き取り

条例案作成に当たっては関係部局の意見を聴取する。

2.別に定める「横須賀市議会パブ、リック・コメント手続き実施要領Jにより、

広く市民意見を募るものとする。

3.必要に応じて参考人(専門的知見を有する者)の招致、または公聴会の開

催をすてることができる。

4.条例案作成後、再度執行部の意見を聴取する。

(条例案提出に関して)

5.作成した条例案は議会事務局に提出する。

6.本会議での提案説明の後、委員会に付託する。

7.委員会での補充説明・質疑をする。

8.本会議での採決。



議員提出議案に係る申し合わせ事項(案)

【フローチャート】

o.条例作成の話

G7 
1 .条例案作成に関して

|①執行機関からの意見聴取|

2012年2月16日
無所属クラブ

②参考人の招致、公聴会の開催(必要に応じて)

2.条例案作成後

|①パブリツクコ eメント

|②執行機関からの意見聴取|

母7

3.提出(事務局ヘ提出〉
※議会運営委員会開催日より前

G7 
4.本会議にて条例案の説明

母7

5.委員会付託

想7

6.委員会で補充説明・質疑・採決

母7

7.本会議での採決


